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平成17年第１回竜王町議会定例会 

平成 17年３月 17日 

午 前 1 1時 0 0開 議 

於 議 場 

１ 議 事 日 程 

日程第１  議第16号  平成16年度竜王町一般会計補正予算（第６号） 
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２ 会議に出席した議員（14名） 

 １番 中 島 正 己   ２番 山 田 義 明 

 ３番 中 村 義 彦  ４番 近 藤 重 男  

 ５番 辻 川 芳 治  ６番 寺 島 健 一 

 ７番 圖 司 重 夫  ８番 竹 山 兵 司  

 ９番 岡 山 富 男  10番 西 隆  

 11番 川 嶋 哲 也  12番 若 井 敏 子 

 13番 勝 見 幸 弘  14番 村 井 幸 夫 

３  会議に欠席した議員（なし） 

  

４  地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者 

町 長  山 口 喜 代 治  助 役  勝 見 久 男 

収入役職務代理者  
事 務 吏 員  山 添 登 代 一  教 育 長  岩 井 實 成 

総 務 主 監  林  吉 孝  企 画 主 監 兼 
企 画 財 政 課 長  佐 橋 武 司 

住民福祉主監  池 田 純 一  産業建設主監  松 尾  勲 

総 務 課 長  北 川 治 郎  税 務 課 長  杼 木 博 子 

生 活 安 全 課 
課 長 補 佐  田 邊 正 俊  住民福祉課長  西 村 喜 代 美 

農 業 振 興 課 長 
兼農業委員会事務局長  三 井 せ つ 子  商 工 観 光 課 長  川 部 治 夫 

建設計画課長  小 西 久 次  上下水道課長  松 村 佐 吉 

教 育 次 長  村 地 半 治 郎  学 務 課 長  松 浦 つ や 子 

５  職務のため議場に出席した者 

主監兼議会事務局長  三 崎  和 男  書 記  古 株 治 美 
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開議 午前11時00分 

○議長（村井幸夫） 皆さん、こんにちは。 

   ただいまの出席議員数は、14人であります。 

   よって、定足数に達していますので、これより平成17年第１回竜王町議会定例

会を再開いたします。 

   これより、本日の会議を開きます。 

   皆さんのお手元に専決処分報告書を配付いたしましたので、よろしくお願いを

申し上げます。 

   なお、説明は省略しますのでご了承願います。 

   本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

   これより、議事に入ります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第１  議第16号  平成16年度竜王町一般会計補正予算（第６号） 

○議長（村井幸夫） 日程第１、議第16号を議題といたします。 

   本案は、総務教育民生常任委員会に審査を付託しておきましたので、その審査

の経過と結果を委員長より報告を求めます。 

   総務教育民生常任委員長 勝見幸弘議員。 

○総務教育民生常任委員長（勝見幸弘） 総務教育民生常任委員会報告。 

平成17年３月17日               委員長 勝見幸弘 

   去る３月10日に開催の定例議会本会議において、本委員会に審査の付託を受け

ました議第16号 平成16年度竜王町一般会計補正予算（第６号）について、審

査の経過と結果を報告します。 

   本委員会は、３月10日午前９時より第一委員会室において、委員全員出席のも

と、担当主監、課長等が説明員として出席し、委員会を開催しました。 

   平成16年度竜王町一般会計補正予算（第６号）は、補正予算第５号までの既定

の歳入歳出予算に９億1,073万円を追加し、歳入歳出予算の総額を62億7,273万

円に改めるもので、年度末になり、事業や補助金、交付金等が確定したことや

法人町民税や、たばこ税の増収によるものです。 

   歳入補正の主なものは、法人町民税が３億2,000万円の増額、固定資産税が２

億2,000万円の減額、町たばこ税は６億円の増額、農業生産総合対策事業県補助

金が4,175万円の増額、トレサビリティシステム導入促進対策事業費県補助金が

6,765万円の増額、前年度繰越金１億4,602万円の増額等であります。 
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   歳出の主なものは、企業誘致特別措置による奨励金が１億5,000万円の増額、

既存施設活用介護施設等整備事業費補助金が1,000万円の減額、農業生産総合対

策事業費補助金が4,175万円の増額、トレサビリティシステム導入促進対策事業

費補助金が6,765万円の増額、財政調整基金積立金が７億9,000万円の増額等で

あります。 

   また、防災まちづくり事業、岡屋地区防火水槽設置工事700万円の繰越明許費

についても説明がありました。 

   委員から出された主な質疑・応答は、以下のとおりです。 

   問、固定資産税の多額の減額は何か。答、大手企業の償却資産の資料提出によ

り、予算を立てる時期と課税時期とのずれにより減額が発生したものです。 

   問、既存施設活用介護施設等整備事業費補助金が全額減額になったのはなぜか。

答、事業者が予定されていた既存施設の借用が困難になったため、事業を断念

されたものです。 

   問、口座情報出力制限機能追加システムの委託料とは何か。答、税の通知書に

個人の口座情報を表示しないプログラムに変更するためのものです。 

   以上、慎重審査の結果、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました

ので報告します。 

   失礼しました。 

   本委員会は、３月10日に開催されたように申しましたが、３月11日の誤りでご

ざいました。失礼します。 

○議長（村井幸夫） ただいまの総務教育民生常任委員長より審査の経過と結果の

報告がございました。 

   これより、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（村井幸夫） ないようでありますので、質疑はこれで終結いたします。 

   これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

［「なし」の声あり］ 

○議長（村井幸夫） ないようでありますので、討論はこれで終結いたします。 

   これより、採決を行います。 

   日程第１、議第16号を委員長報告のとおり決することに賛成諸君の起立を求め

ます。 

[賛成者起立] 
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○議長（村井幸夫） 起立全員であります。 

   よって、日程第１、議第16号は委員長報告のとおり可決されました。 

   以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。 

   これをもって本日の会議を閉じ、散会いたします。 

   大変ご苦労さまでございました。 

散会 午前11時７分 

 

 


